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昨日の市長記者会見にもありましたように、本市において、新型コロナウイルスの
感染及び感染の疑われる事例が急増しており、現在危機的状況となっております。こ
れ以上の感染者拡大を食い止めるためには、時機を逸することなく、直ちに「密閉」
「密集」「密接」の３密を徹底的に避ける措置を講じる必要があります。 

つきましては、市教育委員会では、児童生徒の安全を最優先に考え、感染拡大をで
きる限り抑えるためにも、富山市立の小・中学校については、４月２４日（金）まで
の臨時休業期間を延長し、当面、４月３０日（木）までを臨時休業とします。 

学校再開  ５月１日（金）（５月１日は午前のみ、給食なし） 
給食開始  ５月７日（木）から 

なお、今後、感染状況等が変化した場合、臨時休業の措置を再延長することがあり
ます。急な変更ではありますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。加えて、臨
時休業期間中は、次のことに留意され、感染防止等に努めてくださいますよう、重ね
てお願いいたします。 

 
記 

 
１ 臨時休業期間中は、感染防止のため、不要不急の外出を避け、家庭で過ごしてく
ださい。やむを得ず外出する場合は、「マスクの着用」「こまめな手洗い」等、感染
防止に努めてください。 

 
２ 臨時休業期間中は、免疫力を高めるためにも、「十分な睡眠」「バランスのよい食
事」など規則正しい生活を心がけてください。 

 
３ 保護者が不在で、お子さんだけで日中を過ごす場合は、交通安全、施錠や火の取
扱い等にも気をつけるよう、お子さんにご指導ください。 

 
４ 風邪の症状や３７．５度以上の発熱が４日以上続く場合や、強いだるさや息苦し
さを感じる場合は、すみやかに帰国者・接触者相談センター（４２８－１１５２・
富山市保健所）と学校に連絡してください。 

 

５ 児童生徒及び家族について、新型コロナウイルスの感染者又は濃厚接触者と特定
された場合は、家庭から学校に連絡してください。 

 

※５月１日（金）以降の対応に変更がある場合には、感染等の状況をみて、市教育委
員会で決定し、４月３０日（木）までに学校から連絡します。 

※臨時休業中の学校からの連絡については、学校ホームページ、緊急メール等で行い
ますので、ご確認ください。必要に応じて担任等から連絡します。 

※お子さんのことで心配なことがあれば、気軽に学校にご相談ください。 

 

＜連絡先＞ 大沢野中学校 （電話）４６８－２６００ 

 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、 

当面、４月３０日（木）まで臨時休業期間を延長します。 


